
 

 

大田原市国土強靭化地域計画改訂における新旧対照表（本文） 

 

頁 現行 改訂後（令和５(2023)年３月） 

表紙 

令和３(2021)年３月 

（令和４(2022)年３月改訂） 

              

栃木県大田原市 

令和３(2021)年３月 

（令和４(2022)年３月改訂） 

（令和５(2023)年３月改訂） 

栃木県大田原市 

19 

○対応方策の指標 

指標 消防団員の定足数（1,052人） 

                    

目標値（Ｒ８年） 94.5％（995人） 

指標 自主防災組織の結成数 

目標値（Ｒ８年） 169自治会 

○対応方策の指標 

指標 消防団員の定足数（788人） 

（～R4 1,052人、R5～ 788人） 

目標値（Ｒ８年） 100％（788人） 

指標 自主防災組織の結成数 

目標値（Ｒ８年） 166自治会 

25 

Ⅰ 医療機関 におけるライフラインの確保 

○主に対応するリスクシナリオ：2-4 

 医療機関及び関係機関と連携して、電気、水道、医療用

ガス等の災害時における医療施設 への円滑な供給体制

の確保に努めるとともに、医療関係団体との協力応援体制

の強化を図ります。 

                               

                           

                                            

○対応方策の具体的な施策 

・電気、水道及び医療用ガスの供給に資する新たな災害協

定の締結【市】 

・医療機関及び関係機関との連携による災害発生時にお

ける医療施設 への電気、ガス等の円滑な供給体制の整備

【市】 

（新規）                     

Ⅰ 医療機関等におけるライフラインの確保 

○主に対応するリスクシナリオ：2-4 

 医療機関及び関係機関と連携して、電気、水道、医療用

ガス等の災害時における医療施設等への円滑な供給体制

の確保に努めるとともに、医療関係団体との協力応援体制

の強化を図ります。 

 また、避難が困難な入居者が生活する介護施設等につい

ても同様にライフラインの確保と支援体制の強化を図り

ます。 

○対応方策の具体的な施策 

・電気、水道及び医療用ガスの供給に資する新たな災害協

定の締結【市】 

・医療機関及び関係機関との連携による災害発生時にお

ける医療施設等への電気、ガス等の円滑な供給体制の整備

【市】 

・介護施設等における防災改修等への支援【市】 
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25 

○主に対応するリスクシナリオ：1-5、8-2 

 災害発生時の避難行動に支援を必要とする避難行動要

支援者への情報の伝達、避難誘導等の迅速な対応が可能な

体制を整備するため、各自治会長、民生委員、警察、消防、 

           社会福祉協議会、見守り隊、自主

防災組織等との連携を図ります。           

○対応方策の具体的な施策 

・安心生活見守り事業の推進【市】 

・避難行動要支援者名簿システムの活用【市】 

・避難行動要支援者個別計画作成の推進【市】 

○主に対応するリスクシナリオ：1-5、8-2 

 災害発生時の避難行動に支援を必要とする避難行動要

支援者への情報の伝達、避難誘導等の迅速な対応が可能な

体制を整備するため、各自治会長、民生委員、警察、消防、 

地域包括支援センター、社会福祉協議会、見守り隊、自主

防災組織等との連携を図ります。 

○対応方策の具体的な施策 

・避難行動要支援者名簿システムの活用【市】 

・避難行動要支援者個別計画作成の推進【市】 

・安心生活見守り事業の推進【市】     

26 

○対応方策の具体的な施策 

・薄葉小学校校舎長寿命化改良事業【市】 

（新規）                 

・西原小学校校舎長寿命化改良事業【市】 

・黒羽小学校屋内運動場改修事業【市】 

・金田南中学校屋内運動場改築事業【市】 

・野崎中学校屋内運動場改築事業【市】 

（新規）                    

（新規）                

（新規）               

・大田原体育館増改築事業【市】 

○対応方策の具体的な施策 

・薄葉小学校校舎長寿命化改良事業【市】 

・湯津上地区統合小学校校舎改修事業【市】 

・西原小学校校舎長寿命化改良事業【市】 

・黒羽小学校屋内運動場改修事業【市】 

・金田南中学校屋内運動場改築事業【市】 

・野崎中学校屋内運動場改築事業【市】 

・湯津上地区統合小学校屋内運動場改修事業【市】 

・市野沢小学校校舎大規模改修事業【市】 

・川西小学校校舎大規模改修事業【市】 

・大田原体育館増改築事業【市】 
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40 

 

【避難行動要支援者対策】 

・災害発生時の避難行動に支援を必要とする避難行動要

支援者への情報の伝達、避難誘導等の迅速な対応が可能な

体制を整備する必要がある。 

・安心生活見守り事業を推進するため、避難行動要支援者

名簿の整備や制度の周知及びネットワークの構築を図り、

災害時に迅速に対応できるよう、情報を整備・管理する必

要がある。 

【避難行動要支援者対策】 

・災害発生時の避難行動に支援を必要とする避難行動要

支援者への情報の伝達、避難誘導等の迅速な対応が可能な

体制を整備する必要がある。 

・（削る）             避難行動要支援者

名簿の整備や制度の周知及びネットワークの構築を図り、

災害時に迅速に対応できるよう、情報を整備・管理する必

要がある。 

41 

【避難行動要支援者対策】（再掲） 

・災害発生時の避難行動に支援を必要とする避難行動要

支援者への情報の伝達、避難誘導等の迅速な対応が可能な

体制を整備する必要がある。 

・安心生活見守り事業を推進するため、避難行動要支援者

名簿の整備や制度の周知及びネットワークの構築を図り、

災害時に迅速に対応できるよう、情報を整備・管理する必

要がある。 

【避難行動要支援者対策】（再掲） 

・災害発生時の避難行動に支援を必要とする避難行動要

支援者への情報の伝達、避難誘導等の迅速な対応が可能な

体制を整備する必要がある。 

・（削る）             避難行動要支援者

名簿の整備や制度の周知及びネットワークの構築を図り、

災害時に迅速に対応できるよう、情報を整備・管理する必

要がある。 

43 

【避難行動要支援者対策】（再掲） 

・災害発生時の避難行動に支援を必要とする避難行動要

支援者への情報の伝達、避難誘導等の迅速な対応が可能な

体制を整備する必要がある。 

・安心生活見守り事業を推進するため、避難行動要支援者

名簿の整備や制度の周知及びネットワークの構築を図り、

災害時に迅速に対応できるよう、情報を整備・管理する必

要がある。 

【避難行動要支援者対策】（再掲） 

・災害発生時の避難行動に支援を必要とする避難行動要

支援者への情報の伝達、避難誘導等の迅速な対応が可能な

体制を整備する必要がある。 

・（削る）             避難行動要支援者

名簿の整備や制度の周知及びネットワークの構築を図り、

災害時に迅速に対応できるよう、情報を整備・管理する必

要がある。 
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【避難行動要支援者対策】（再掲） 

・災害発生時の避難行動に支援を必要とする避難行動要

支援者への情報の伝達、避難誘導等の迅速な対応が可能な

体制を整備する必要がある。 

・安心生活見守り事業を推進するため、避難行動要支援者

名簿の整備や制度の周知及びネットワークの構築を図り、

災害時に迅速に対応できるよう、情報を整備・管理する必

要がある。 

【避難行動要支援者対策】（再掲） 

・災害発生時の避難行動に支援を必要とする避難行動要

支援者への情報の伝達、避難誘導等の迅速な対応が可能な

体制を整備する必要がある。 

・（削る）             避難行動要支援者

名簿の整備や制度の周知及びネットワークの構築を図り、

災害時に迅速に対応できるよう、情報を整備・管理する必

要がある。 

46 

【避難行動要支援者対策】（再掲） 

・災害発生時の避難行動に支援を必要とする避難行動要

支援者への情報の伝達、避難誘導等の迅速な対応が可能な

体制を整備する必要がある。 

・安心生活見守り事業を推進するため、避難行動要支援者

名簿の整備や制度の周知及びネットワークの構築を図り、

災害時に迅速に対応できるよう、情報を整備・管理する必

要がある。 

【避難行動要支援者対策】（再掲） 

・災害発生時の避難行動に支援を必要とする避難行動要

支援者への情報の伝達、避難誘導等の迅速な対応が可能な

体制を整備する必要がある。 

・（削る）             避難行動要支援者

名簿の整備や制度の周知及びネットワークの構築を図り、

災害時に迅速に対応できるよう、情報を整備・管理する必

要がある。 

50 

【医療機関 におけるライフラインの確保】 

・医療機関、関係機関と連携して、電気、水道、医療用ガ

ス等の災害時における医療施設 への円滑な供給体制を

確保する必要がある。 

【医療機関等におけるライフラインの確保】 

・医療機関、関係機関と連携して、電気、水道、医療用ガ

ス等の災害時における医療施設等への円滑な供給体制を

確保する必要がある。 
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【避難行動要支援者対策】（再掲） 

・災害発生時の避難行動に支援を必要とする避難行動要

支援者への情報の伝達、避難誘導等の迅速な対応が可能な

体制を整備する必要がある。 

・安心生活見守り事業を推進するため、避難行動要支援者

名簿の整備や制度の周知及びネットワークの構築を図り、

災害時に迅速に対応できるよう、情報を整備・管理する必

要がある。 

【避難行動要支援者対策】（再掲） 

・災害発生時の避難行動に支援を必要とする避難行動要

支援者への情報の伝達、避難誘導等の迅速な対応が可能な

体制を整備する必要がある。 

・（削る）             避難行動要支援者

名簿の整備や制度の周知及びネットワークの構築を図り、

災害時に迅速に対応できるよう、情報を整備・管理する必

要がある。 

68 

ＫＰＩ 消防団員の定足数（1,052人） 

                    

目標値（Ｒ８年） 94.5％（995人） 

 

ＫＰＩ 自主防災組織の結成数 

目標値（Ｒ８年） 169自治会 

ＫＰＩ 消防団員の定足数（788人） 

    （～R4 1,052人、R5～ 788人） 

目標値（Ｒ８年） 100％（788人） 

 

ＫＰＩ 自主防災組織の結成数 

目標値（Ｒ８年） 166自治会 

奥付 
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